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特許制度の役割

特許法第１条（目的） 
「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨
励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」 

産業の
発達

発明

発明の保護
（独占権の設定）

発明の利用
（発明の開示＊）

特
許
権

公
開
公
報

発明者
（出願人）

第三者

新たな発明の
モチベーション

開示された発明の利用
⇒新たな発明

＊開示：オープンにすること



Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｃ
特許Ａ：上方のみ穴
を設けた容器

特許Ｂ：取手
を設けた容器

特許Ｃ：蓋付容器

特許権の本質：独占的排他性

容器（Ａ）を作ることはでき
るが、ＢとＣの許諾なしに
取手（Ｂ）と蓋（Ｃ）をつける
ことはできない。

Ａの許諾なしに
容器（Ｂ）を作る
ことができない。

Ａの許諾なしに
容器（Ｃ）を作るこ
とはできない。

ライセンス*料の請求
（侵害訴訟)
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*ライセンス: 使用許諾



「ツール」としての特許権

「特許権」は戦いの「ツール」となる心強い味方

「剣」であり、「盾」である。（攻撃・防御）

・「特許権」の取得は目的ではない。

よりよく使ってこそ「特許権」に価値がある。

・相手から攻め込まれるのを防ぐための「特許権」

・競合する相手を攻撃するための「特許権」

・相手と対等に付き合うための「特許権」（クロスライセンス）

漏れのない「特許権」⇒特許群（特許網）
4



特許の取得と活用における特許戦略
5

ア
イ
デ
ア

発
明

特
許
出
願

特
許
権

独占的実施

譲渡（売る）

ライセンス（実施料）
クロスライセンス

侵害の訴え
損賠賠償金

無効審判
異議申立

審査・審判

強い特許権の取得 特許権の有効活用

特許庁

①実施例の充実
②広く漏れのない請求項
③先行技術調査
④競合会社出願動向

①優先権制度活用
②外国出願（PCT出願）
③周辺技術の補強

①補正・分割の活用
②早期審査・審理

①訂正審判活用
②存続期間延長

①活用法の検討
②ライセンス料の検討
③クロスライセンスの可能性
④侵害訴訟での反訴、和解

A

A

Ｂ

Ｂ

C

C

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｅ



公
開
公
報

出 願

審査請求

審 査

みなし取下

拒絶理由通知

拒絶査定

意見書・補正書

審判請求

特許権

特許査定
特
許
公
報

１年６月

（３年以内）

審 判 拒絶審決

特許出願から特許権まで

（拒絶理由有）

（拒絶理由無）

（方式審査）

知財高裁・最高裁
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先願主義について
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先に出願した者が勝ちというルール
公平性、「手続の簡便性」を優先

先願主義
（先発明主義）
先に発明したことが証明でき
れば勝ち（発明者の保護）

学会発表
論文発表

完全な「明細書／特許請求の
範囲」の作成は困難

1日でも早い出願

①手続補正（制限付き）
②分割出願
③優先権制度

出願を優先



新規性と進歩性

本願発明

文献１

文献２

文献１＋２
から容易

補正により減縮

文献1
から
容易

文献1と同一
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新規性の喪失の例外（特許法第３０条）

公開していない

論文発表
（除公報掲載）
学会発表
販売・展示
記者会見

意に反した公開
冒認発明者による
特許公開公報発行

1年以内

1年以内

通常出願

§30-2
出願

§30-1出願

30日以内

（出願後に主張可能）

§30-2申請
出願と同時
（願書に記載）

証明書
の提出
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新規性 ×
進歩性 ×

Ｓの
学会発表
2020.6.1

出願期限
2021.6.1

Ｐによる
論文
Ａ，Ａ’

Ｓによる
発表

Ａ

Ｓの出願
2020.9.15

Ａ

特許法30条の注意点

1年

Tの

出願

Ａ

３０条適用
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進歩性の判断の手順

Ａ．本願発明の認定

（構成要件に分説）

Ｂ．引用発明の認定

（構成要件と対応させる）

Ｃ．両者の一致点、相違点

（構成要件毎に対比・判断）

Ｄ．相違点に対する証拠（引用例２）

Ｅ．組合せ、置換の容易性

（動機づけ、阻害要因）

Ｆ．効果の顕著性（予測できない効果）

一致点 相違点

本願発明

引用発明

関連技術分野の引用例２

E.がＮｏ

E.がＹｅｓ
Ｆ.がＹｅｓ

Ｆ.がＮｏ

特許査定

拒絶査定
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進歩性の判断とグレイゾーン

進歩性有り 進歩性なし

グレイゾーン

◎グレイゾーン＝弁理士の腕の見せ所
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③ 阻害要因
④ 顕著な効果

① 副引例との組合せ・置換の動機付け
② 当該技術分野の技術常識



権利取得の観点

権利行使の観点（特許法第70条）

• 従来技術との差異が明確になっているか

• 発明の詳細な説明（実施例）によりサポートされているか

• 明細書は当業者が実施可能に記載されているか

• 権利の及ぶ範囲を規定するもの

＝「特許発明の技術的範囲」

• 特許権を行使したい対象に漏れはないか

特許請求の範囲の役割
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特許は技術思想（概念）である

特許は、技術そのものではなく、技術的思想

実施例 ⇒ 「上位概念化」の検討

（１）数値等の範囲の広がりの可能性の検討

・反応温度は、０～１００℃、好ましくは２０～９０℃である。

・アルキル基の炭素数は１～２０、好ましくは１～５。

（２）上位概念の用語の検討。一般式での表現。

（３）機能的表現（抽象的表現）・・明確性に注意

「△△機能を得るための○○手段」 固着＞ネジ止め
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「上位概念化」の検討

上面が開口し、側面及び底面
が閉じた円筒形状で、かつ側
面の中央位置に指の入る穴
のあいた半円状の把手がつ
いている陶器製の容器。

ガラス製は？
金属製は？

六角柱は？
四角柱は？

把手位置が上方、
下方部だったら？

上面が開口し、側面及び底面
が閉じており、かつ側面部の
いずれかの位置に把手が付
いた容器。

穴のない把手は？
四角い把手は？把手付きの容器
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「防衛ライン」と実施例の役割

◎

従来技術

◎ ○
△

○
×

効果：◎＞○＞△＞×

△

×

△

×○

本発明

従来技術と
接するところ

臨
界
的
意
義
①

予想外の効果の主張
死守したい防衛ライ
ンの設定

臨
界
的
意
義
②

16



●

本願発明

選択発明

■実施例

■

■

●

● ●

■

特許請求の範囲と実施例の見直し

１ 特許請求の範囲を狭められる可能性

⇔サポート要件違反、実施可能要件違反

２ 「選択発明」を生じさせる可能性

■
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より上流へ
安定化技術

可溶化技術

精製技術

治療薬

糖尿病治療剤

化合物ａの安定化製剤

安定な糖尿病
製剤

化合物ａの

用途発明

２次元から
３次元へ

平面的思考と立体的思考
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優先権制度の活用

Ａ（ａ） Ａ（ａ）

優先権主張

×

最初の出願
（第１国出願）

優先権主張出願
（第２国出願）

12

月

（ａ）部分のみ優先権
主張の効果が有
（ａ’）部分×

（ａ’）
公開の起算日
１年６月後
公開公報発行

特許権の起算日
出願から２０年

19

出願日の遡及ではない

・国内優先権（§４１）
・パリ条約上の優先権（§４３）



外
国
特
許
庁
へ
の
出
願

Ｐ
Ｃ
Ｔ
出
願

Ａ国語の出願
書類をＡ国特
許庁に提出

Ａ
国
出
願

Ｂ
国
出
願

Ｂ国語の出願
書類をＢ国特
許庁に提出

日本語で出願書類
を１通作成し日本
特許庁に提出

国
際
調
査
報
告

見
解
書

Ｐ
Ｃ
Ｔ
に
基
づ
く
国
際
出
願

国
際
公
開

優先日 12月 18月

（国
際
予
備
審
査
）

出
願
公
開

出
願
公
開

Ａ
，
Ｂ
国(+

日
本
）へ
の
国
内
移
行

Ａ
，
Ｂ
国
言
語
の
翻
訳
文
提
出

Ａ
国
特
許
庁

Ｂ
国
特
許
庁

日
本
特
許
庁

原則22月以内 原則30月以内

審査

審査

審査

審査

審査

審査

パリルートとPCTルート

優先権主張 公開

日

本

出

願

（
優

先

権

基

礎

出

願

）

出
願
公
開

国
内
優
先
権

主
張
出
願

登
録

登
録

登
録

登
録

登
録

登
録
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分割出願の活用（分割出願時期）
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分割出願、優先権出願の効果

分割原出願 分割（変更）
出願

分割（変更）
出願

出願日の遡及 特許存続期間

出願日ｓｔａｒｔ

最初の出願
（外国・日本）

優先権主張
出願

特許存続期間

出願日ｓｔａｒｔ

特許存続期間

出願日ｓｔａｒｔ

自分又は他人
の公開

30条適用特
許出願

公知文献

公知文献

公知文献

他人出願

他人出願

他人出願

×



面接審査、面接審理の活用

１．審査官又は審判合議体との直接面接
オンライン面接（インターネット回線の利用）
電話＋メールによる補正案の提示

２．本願発明の技術的特徴の説明
本願発明と先行技術との対比
特許請求の範囲等の補正案

３．審査官又は審判合議体からの心証開示
（補正案の示唆）
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早期審査と早期審理の活用
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早期審査、早期審理の申請・・・待ち時間を短縮
早期審査：申請から約３月で審査(２０１７年)

早期審理：審理可能時から約４月で審決(２０１７年)

<対象> １．実施関連出願 ２．外国関連出願（外国出願、ＰＣＴ出願）

３．中小企業、大学等出願 ４．その他：省エネ、ＣＯ２削減等

スーパー早期出願

さらに早い審査開始を希望（申請から１ヶ月以内）

<対象> （１）実施関連＋（２）外国関連＋（３）オンライン出願

特許審査ハイウエイ（PPH）
第１国で特許可能と判断、第２国で簡便に「早期審査」

「ＰＰＨ ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」



特許権の存続期間

新しい「出願」から２０年 不実施期間

最大５年

日
本
出
願

延
長
登
録
出
願

外
国
出
願

優先権主張
（１年）

最
初
の

日
本
出
願

国内優先権主張又

は優先権主張した

日本出願

PCT出願の指定国

としての日本出願

P

C

T

／

医薬品、化粧品
農薬の場合

新しい「出願」
の始まり

（§67-1）
（§67-2）
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特許権の使用形態

特許権

実施権
（ライセンス）

専用実施権

通常実施権

自己実施

特許権の移転
①譲渡（売買）

登録により効力発生

特許権者であっても
実施できない

26

侵害訴訟／損害賠償請求・差止請求（和解）

②実施権
の設定

③特許権の
独占的使用

④侵害者に対する権利行使



佃製作所
佃航平
（元ロケットエンジン開発技術者）

自動車用エンジン開発

ロケット用エンジン開発

特許
A

特許
B

特許
C

ナカシマ工業

特許
A’

特許侵害訴訟（④⑤）

特許B侵害に対する
和解金 50億円get

＝損害賠償金の獲得

和解

帝国重工

出願
C

①

②

③

ロケット用部品の提供

＝特許権の独占的使用

特許Cの買取

ライセンス契約

特 許 権 の 使 い 方 （ 下 町 ロ ケ ッ ト ）

「下町ロケット」 池井戸潤著 小学館 （2010 直木賞受賞）

特許権の使い方
①特許権の譲渡（売買）
②実施権の設定（ライセンス契約）
③特許権の独占的使用（自社生産）
④差止請求／損害賠償請求
（特許侵害訴訟・・・和解）

（⑤訴訟で零細な優秀企業を傘下に）

特許Ａ’に
よる提訴

特許Ｂに
よる反訴
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エルマーⅡ
（イ号Ｂ） ステラ（イ号Ａ’）④



特許権をめぐる攻撃と防御

無効審判／異議申立

反論＋訂正請求

訂正審判

反論

差止請求・損害賠償請求訴訟

特許庁

裁判所

①技術的範囲に属さない
②無効の抗弁
③先使用権の存在

特

許

権

者

イ
号
実
施
者

(

侵

害

者
）
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Ａ社 Ｂ社

市場の独占

Ｃ社

特許Ａ 特許Ｂ

侵害訴訟
＋無効審判

Ｄ社

Ａ社とＢ社が市場を独占しているとき、両者が
無効審判を争って特許Ａも特許Ｂもつぶれれ
ば、Ｃ社、Ｄ社の参入を許すことになる。

Ａ社とＢ社が和解、又は無効の抗弁のみで、無
効審判を起こさなければ、その効力は第三者
には及ばないので、他社の参入を阻止できる。

無効審判と侵害訴訟における「無効の抗弁」

和解＋
クロスライセンス



特許権の存続期間

「出願」から２０年 不実施期間
最大５年

日
本
出
願

延
長
登
録
出
願

外
国
出
願

優先権主張
（１年）

最
初
の

日
本
出
願

国内優先権主張又

は優先権主張した

日本出願

PCT出願の指定国

としての日本出願

P
C
T
／

医薬品、薬用化
粧品、農薬など

新しい「出願」
の始まり

（§67-1） （§67-2）

30



１年
１年半 ３年出

願

・国内優先出願？

・PCT出願？

・どの国が必要？

登
録
（（特
許
権
）

優先権主張
期限

公開時期 審査請求期限

・他の出願は？

・出願の放棄

（公開されない）

審査請求する価
値があるか？

タイムリミットの設定

出願２PCT出願

× ×

他社の参入してこない期間

常に時間軸
を意識！

・いつまで特許料を払
い続けるか？
・延長登録出願？

延長登
録出願

×
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今日のポイント

１．特許権の本質⇒独占的排他権
２．「ツール」（攻撃と防御）としての「特許権」
３．特許を受けられる発明⇔拒絶理由
４．新規性・進歩性と新規性喪失の例外
５．特許は「技術思想」⇒上位概念化の検討
６．優先権制度と分割出願制度の活用
７．特許権を巡る攻撃と防御（侵害訴訟と無効審判）
８．特許権の存続期間
９．「出願」による「タイムリミット」の設定

⇒ 常に「時間軸」の意識を！
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